
学校安全対策≪児童の安全に関する保護者への連絡マニュアル≫           ２００５年４月 桃園小学校・桃園小学校ＰＴＡ 

★保護者参加型の屋外行事（体育大会など）の中止等の連絡は、地区別連絡網を使用する。  ★｢校区｣の定義：一中校区および隣接地域をさす。 

★不審な荷物配達や電話など、家庭で注意を要する内容についての情報の連絡は、クラス連絡網を使用する。 

レベル・下校タイプ 判断レベル 連絡  ★印は動員・協力 ☆印は協力 下校方法 情報 

 

★１★ 

保護者受け渡し 

 緊急一斉下校 

 

(保護者行動レベル) 

重大災害・事件・事故が 

学校内・学校付近で発生した場合

など、児童に身体上危険があると

判断し、学校の対応だけでは安全

に下校させることが出来ない場

合など 

→ ★ＰＴＡ役員  ※緊急召集 

→   ★地区委員長 → ★地区委員 → ★全家庭 

学校   →   ☆セーフティーボランティア 

→   ☆連合自治会会長 

→  ☆少年補導員・☆青少年指導員 

→  ☆桃園地区防犯委員 

★保護者緊急迎え 

 （児童は体育館・教室で待機） 

※保護者不在児は学校待機 

・緊急地区

別連絡網 

・受け渡し

時説明プ

リント 

◆２◆ 

地区委員 

ｾｰﾌﾃｨｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

協力による 

地区別集団下校 
（地区委員行動レベル） 

下校時の安全確保が必要な自然

災害や不審者の発生が見られた

場合など 

→ ★ＰＴＡ役員 

→ ★地区委員長 → ★地区委員 

学校  → ★セーフティーボランテイア 

→   ☆少年補導員・☆青少年指導員 

→   ☆桃園地区防犯委員 

●地区担当教師・ＰＴＡ役員・地区委員・ 

ｾｰﾌﾃｨｰﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで、地区別集団下校 

●学童児は学童教室 

※通常下校時間より早く下校する場合、保護者

不在児童は学校待機 

◆３◆ 

終了時間が 

同じ学年毎に 

地区別集団下校 

 

(地区委員情報把握レベル) 

校区近くで不審者の発生があり、

集団下校を必要と判断した場合

など 

→    ☆ＰＴＡ役員 →☆地区委員長 →☆各地区委員 

→  ☆セーフティーボランティア 

学校   →    少年補導員・青少年指導員 

→    桃園地区防犯委員 

※学校から協力のお願い・状況説明 

●終了時間毎に地区別集団下校 

●学童児は学童教室 

●地区担当教師・学年担任による現地指導 

●管理職による校区パトロール 

※通常下校時間より早く下校する場合、保護者

不在児童は学校待機 

当日、学校

からのお

知らせプ

リント 

（だいだ

い色の紙

を使用） 

◇４◇ 

学年別集団下校 

 

(ＰＴＡ役員情報把握レベル) 

校区近くで不審者の発生等があ

り、児童への指導と保護者へのお

知らせが必要と判断した場合な

ど 

→    ＰＴＡ役員 → 地区委員長 

学校    →    少年補導員・青少年指導員 

→  桃園地区防犯委員 

※学校から状況説明 

●同じ学年による集団下校 

●学校での校区パトロール実施 

お知らせ

プリント 

（当日ま

たは翌日） 

◇５◇ 

通常下校 

(ＰＴＡ役員情報把握レベル) 

教育委員会から子どもの安全に

関する情報が入り、子どもへの指

導が必要と判断した場合など 

学校   →  ＰＴＡ役員 → 地区委員長 

※学校から状況説明 

●通常下校 
特に情報

提供なし 


